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o 
.尙
六
月
十
七
日
の
法
#
に

缚
八
號

七



笫
八
铪
.

ニ
〇
<

5 

_

錄
戢
近
办
勞
働
潘
間
舨
趿.

.

! 

第
八
f
 

.1

七II

被
.
救
濟
潘
に
對
し
て
は
分
娩
後®
-週
間
の
休
業
を’

諸
國
'に
於
け
：る11
:
會
的
立
.法0
:內
最
も
法
目
を
要
す 

强
制
ず
る
‘こe
 

V
:な
れ
る
が.>
:此
條
項
はi

の

銳

靖
' 

る
：はi

の
經
驗K

し
て
？
殊
に
家
內
エ
，棄
に
於
け
る
‘ 

ビ
異
b

公
秘
のH

場
又

は

營

業

所

に

：
於

て

使

役

せ

：
&

る
' 

最
低
賃
銀
0
法
^
:

g
l
s
R

疾
病
及
失
業
保
險
法
の
成
績 

，

、
女
工
に適
用
せ
ら
る
、
の
み.な
i
o 

に
就
で
は
蓋
し
何
人
も
之
を
知
悉
せ
む
ビ
t
す
る
所
な
；
 

家
族
の
多
數
な
る
貧
腕

者

の

救

濟

に

關

す

る

七

月

十

る

ベ

，
し

o
’

：尤
^
贊

際
^
至
：红
て
は
此
等
よ$
も
班
に
' 

1 

四
日
の
法
律
は

(

1)
廁
親
の
生
存
す
る
場
合
に
は
十
層
怖
.る
.ベ
.
•
&尊
命
的

の
摻
窖.

即
- 

三
歲
以
下
の
小
兒
四
人
を
有
し

(

ニ)

父

の

み

生

存

す

，
，
ち

總

同

盟

罷

3;
等
の
間
題
3>
れ
，と
も
へ
此
解
決
は
倚
將

」 

る
場
合
.に
は
十
1ニ
歲
以
下
.0
小
兒
3
人
を
有
し(

三)

母

來

に

殘

れ

る)

も
の
ビ
云
ふ
を
得
べ
き
を
以
て
玆
；̂

論
究 

V

 

の
み
生
荏
す
る
場
合
に
は
十
三
歲
以
下
の
小
兒
ニ
.
.人
を
：

せ
す
、
先
づ
最
低
賃
銀
法
定
の
成
緻
よ
々

®
す
る
こ
系 

:
ー
 

有
す
る
食
窮
勞
働
者
を
保
證
す
る
目
的
を
以
て
給
與
金
、
す
べ
し

？

：
：

'

を
支
給
す
.る
も
0
楚
な
办
9

給

與

期

間

は

一

简

年

に

し

'
ー 

千
九
百
九
年
十
月
發
布
の
，職
業
會
議
法
：(Trade 

て
"
給
與
額
は
地
方
に
よ
り
六
十
法
よ
办
九
十
法
に
至

w
o
a
r
d

き
1
:

)

は

種

々
.0
.職
業
'0
_
に
職
槳
會
議$
稱
す
' 

る
も
の
な
，れ
ど
も
，
其
支
給
時
期
は
每
月

e
定
め
ら
る
る
扉
主
勞
働
潘
雙
方
の
代
表
：鸾
ビ
政
府
官

f
f
i
s
の
聯
合
：
，
 

而
し
て
其〗

部
は
現
金
を
以
て
し
又

1

部
は
實
物
を
以

|
よ
ヶ
成
る
勞
働
委
貫
會
；を
課
け
、

.；：最
低
賃
銀
を
强
制^. 

て
支
挪
ふ
こ
ど
を
得
る
の
規
定
あ
6

0
尙
此
給
與
金
を
に
制
定
す
る
に?>
-か
き
0
,職
業
會
議
に
て
制
定
し
た
る 

享
く
る
權
利
は
他
人£
親
渡
す
る
を
得
ず
、
又

之

に

對

最

低
.賃
銀
«
直
^

#
ボ
し
、.
‘
三

箇

月

間

之

^

對

す

る

抗
 

し
て
差
押
を
爲
す
を
得
ざ
る
こ
定
め
た
&

;'
°

'

議
を
許
し
れ
る.後
更
に
.六
筒
月
を
經
て
商
務
院
の
命
泠 

S

英
國
の
社
會
的
立
法
、

'

.

'
代
よ
务
汎
く
適
用
せ
ら
る'、
K
至
る
.も
の
^
0
:
す
0
13
し

て
其
適
用
の
碰
圃
は
漸
次
搬
張
し
て
當
初
の

H

業
ょ
h 

他
の
薇
々
のH

業
に
猶
移
せ
る
が
如
し
。
即
ち
始
め
は 

衣
服
仕
立
業"
紙
箱
、
薄
紗
及
び
鎖
製
造
業
の
四
種
R
. 

適
用
し
て
相
當.の
實
續
を
收
め
し
を
以
て
ヽ
千
九
.1§
十 

三
年
.に
はM

R
糖
果
製
造
業
"
肌
着
仕
立
業
ノ
麻
糸
及
、 

綿
糸
繡
箔
業,̂
鐵
器
製
造
業
に
も
及
ぼ
す
-

、
«
し 

又
其
發
員
も.雇
傭
者
雙
方
の
代
表
溝
に
加
ふ
る
g
一
 
宾 

の
職
業
に
從
事
す
る
外
國
人
及
び
..商
務
院
の
承
認
を
舞 

た
る
小
數
の
所
謂
公
認
委
員

(

名
名
^

^
 members)

を
以
て
組
織
す
る
こ
ビ.、

な

せ

办

？

要

す

.
る

^

斯

る

鱗 

張
を
看
た
る
は
明
か
，に
該
法
#
の
.良
.好
なる
結

果

を

'
語 

る
も
の
に
し
て
、
上
述
の
：四
種
の
職
業
に
就
て
驗
す
る 

も
、.賃
鈒
は
一
般
に
騰

：

貴
し
職
工
組
合
の
如
き
勞
働
者 

の
.集
合
的
51
|
動
も
»
く
其
»

^
を
.發
^
る
に
至
れ
る
力 

如
し
O
Fィ
ナ
ッ
ク」

f
o
^
が
傲
製
造
.場
に
於
て
得 

.̂
る
實
驗
に
基
き
次
の
言
を
爲
ぜ
办
、
日
く
.

『

最
低
貴 

餵
法
は
集
合
契
約
の
方
法
に
ょ
&
,
て
赏
銀
を
自
由
に
協 

®
す
る
の
目
的
を
達
す
る
爲
め
"
勞
働
者
を
し
て
組
合

骼

八

怨(

一o
§)

m

最
近
の
勞
働
卷
财
槪
觀 の

組
織
を
餘
義
な
く
せ
し
む
る
の
間
接
的
政
策
に
外
な

.

. 

&

申

認

む

る

，を
得
ベ

.

し
^
€ 

o
 

.是
に
ょ
る
も
如
上
の

’ 

趣
向
を
窺
ふ
を
得
べ
，き
な
办
？
今
賃
銀
騰
貴
の

1

例
を_ 

示
さ̂

に
會

‘

で
鎖
エ.

揚
に

#

働

せ

；
る

女

エ

の

，
賃

銀

は

1

 

.

週
五
志
乃M

六
志
な4

し
が
，
最
逛
十1

1

志
比
及
び
，
|

又
男
H
CD
賃
魏
.は
現
在
週
給.
ニ

十

二

志

、六

片

に

達

せ

る
，

.

を

以

て

.
ブ

週

間

0

勞

働

時

|

宄

+

四

時

間

:̂
假

洚

兮
 

ば

一

時

間

五

^

に
'
當
る
べ
一

P
?.
.

其

他

藤

#

H

業

の

.
賃

餵 

一
は
1
1片
1
1分
0

1

ょ

ダ

ニ

片

.

四
分
0
三
に
騰
貴
し
、
：紙 

箱
製
造
業're
:
.て
は
，

1

時
間
一1
1片
0
最
低
賃
銀
を
採
用
し 

れ
る
爲
.
め
：
、

十

時

間

：
の

作

業

に

.

從
事
せ
る
勞
働
潜
の» 

，銀
：は
：

11

港

四

片

ょ

&

進

み

即

ち

日

給

ニ

法

九

十

參

ょ

ゑ
 

.

1
1
1
法

十

參

：
に

增

加

す

る

、
に

至

：
れ

&

0

又
衣
服
仕
立
職In
. 

I

は

十

時

間

の

：
勞

働

：
に

對

し

三

法

.

H

十
五
參
を
得
る
が
故 

1

時
間
三
片
：

H

分
©

1
0最
低
賢
銀
を
莩
く
るQ

S 

合
? '
:

な
れ
'办
？

已
に
：二
 

.
言

せ

：
る
，
如

く

千

九

商

九

年

0

法
律
は
阼
千
九 

西
十
三
年
に
種
‘々
.の
正
を
經
作
る
％

现
今
此
法
律

笫
八
號
，

d 

e

i



-V.. rj/,

M
八

怨

(

 ̂

O

A四)

，雜

錄

、最
近
の
努
働
敎
如
塞

}:
ょ
6
て
保
礤
せ
&
る
 

>
勞

働

者

の

數

は

約

一

一

十

莴

に 

，
達

し

、

«

杓

七

割

は

成

牟

及

び

幼

年

女

エ

の

.
占

ひ

名

所
 

.
«:;
;
i

ビ
：：

S
ふo.r:K

.ゥ
5

1チ
-タ
グ
.シ
.
.
ス
尹
ム
ニ
_

此

词

盟
 

-
'{'AJ1

は Sweating 

w

u

i
 

x
e
a
g
u
e
)

の
千
九
西4
-
|
ー 

J
¥

0
0
0
^
0
w
f
f 
^
$
s
0
v
.
x『

今
H
.
迄

制

定 

.む
た
る
：

一

切
'0
最
低
霄
顧
が
梭
前
に
勝
れ
る
こ
ヒ
：は
歷
1 

然
お
る
事
實
に
し
て
、營
驗
法
律
の
適
用
せ

.
ら

れ

| 

た

る

ー

四

歸

の

職

業

^

於

て

は

十

分

‘
の

成

功

を

收

‘
め

^

'I 

0
:
1

ビ

論

じ

た

る

程

な

り
o

總
!•
此

法

律

に

違
.®
せ

る 

»
主
'^
對
し
ズ

は
翁
金
を_
す
る
の
定
め
な
る
が
、■例

| 

へ
ば
鄭
年.中
或
雁
生
樣1
|人
の
勢
働.者
：に
對
し
法
定
以 

下
の
賃
鈒
を
支
狒
：ひ
た
名
の
故
を
以
て
、
十
五
磅
屮
五 

雄
の
莂
金
を
官
：吿‘せ
ら
れ
、
汶
他
の
或
摩
主
は
六
人
の 

勞

働

者
.̂
低
き
賃
銀
を
支
絡
し
^
る
爲
め

 
一j

十
修
十
六
一 

志
の
_
金
を
課
せ
'
&れ
れ
る
’こ
ビP
P
レ

ど
云
ふ
a
*

て
.俅
.靡
主
.の
澌
る
不
0E
行
爲
k 

對
^
犋
臀
賠
償
の
酸
求
に.關
す
る
抱
事
上
のK

m
を
提 

起
す
る
.
.を
得
：ベ
く>
然
る
時
轉
雇
主
は
親
定0
最
低
實

i
l
.

銀
'を
支
拂
を
®
す
，.る
の
‘み
な
ち
中
、
何
延
滞
赔
愤
金 

(
A
r
r
e
a
o

を

も

支

辨

す

ベ

合

谊

告

を

享

く

る

こ

'£
?>
る

#
 

,

、

,

'
英
國
0'
,

疾
病
保
險
法i

制

炎

業

保

險

奏

せ
 

そ
國
®

險

法(

s

:

;
 

Insurance)； 

g

錄

稱

把

.
ち
 

一
れ
、
.
千
九
.百

十j

年
.十|;1'

月
®

發

：布

に

係

，

o..

翌
十】

年 

七
名
十
五
0
'1
み
實
施
せ
&
れ
^
る
も
の
な
る
が
、
.其 

施
行
後
の
結
果
越
太
狄
着
る.べ

き

成

績

を

擧

げ

"

英

國
 

藤
け
る
總
嘗
働
者
の
輯

g

分
の
1ー1即
ち
千
«
百
萬
人 

,
0被
保
險
者
る
包
擁
す.る
^
it
.れ
；ヶ
0 

Q

羊 

_

は

：
略

ほ

翁

述

せ

，
る

傭

倒

褰

老

年

金

法

に

^

^

し
、
：豫 

め
.保
險
擧
を
被
保̂

^

0

_杞
@
布
し
置
き
、
被
保it 

_者
の
性
.革
職
業
^
に
應
じ
て
共
色
彩
を
異
に
す0 g
^

 

は
總
T
印
紙
を
.以
て
.ふ 

> 辕
_主
ほ
#
週
若
し
{
は
2

®
 

月
每
it
自
B
及
：び
被
保
險
者
の
負
續
額
に
相
當
す
る
印 

紙
を
；̂

險
者
.：0
所
持
す
も
保
險
擧K

g

tし
、
斯
く 

-て
此
餘
身
は
之.を
政
府
0

«
助
金
.ビ

典hi

疾
病
保
險 

め
國
.民
金
庫W

も
®

ふ
ベ

き
：國
_民
健
：康

«

險
基
金

1

I , * • つ

I

I

P
P

1IIP
6
I
I
I
1
i

fNatiobal Health 

Insurance F
u
n
d
)

R
拂
込
み
て

保
險
盤
督
官
の
管
现0
下
に
置
き
> 
而
し
て
被
慠
險
藉 

に
支
拂
ふ.

ベ
.
き
必
：要

额

は.公
認
組
合
.(Approved 

■ 

scdeties)

及
び
保
險
委
員

(Insurance 

commitees) 

に
交
付
す
る
こ̂A

し
、
更
に
公
認
紐
合
ょ
り
被
保
險 

渚
に
對
し
て
各
種0
疾
病
.手
當
金
を
支
拂.ふ
ベ
く
公
認. 

組
合
に
加
入
せ
ざ
る
被
保
險
者
把
對
し
て
は
保
險
委
員

- 

ょ 
ぅ
藥
_
料
、
 

.治
療
費
"
病
院
锻
等
を
支
給
す
る
も® 

名
す
。
さ
れ
ば
國
民
健
康
保
險
の
貸
借
激
照
表
は
資
產 

の
側
に
於
て
主̂
し
て
印
紙
賣
上
高
を
現
は
し
、
負
債 

0
側
に
.於
て
公
認
組
合
館
び
に
保
險
委
員
に
對
す
る
拂 

镀
额
を
記
入
せ
る
も0

5云
ふ
を
得t

し
o
但
し
貸
借 

對
照
表
の
實
數
紀
就
て
は
煩
に

一

具
る
が
故
R
茲

R

亲
§ 

t

s

‘»も
財
政
上
0
,結
果
«
頗
.る
良
好
に
し
て.、
千
.九 

西
十
一.

〗

！年
五
月
1
1
1
+
.
1

日
の
調
蜜
^

ょ

れ

ば

、
.
總

額

千 

呢
莨
萬
磅
の
收
入
に
對
し
國
庫
の
補
助
金
が

S

?

 

五
离
磅
にV

W
足
れ
る
を
以
て
看
る
も
典

1

斑
を
«
ふ 

を
得
べ
き
な̂

..0
,、

/ 

.

第

八

溜(

1
0
A35
L)

嬅

0

最
近
の
，勞
働
遨

S
l
i

保
險
に
關
す
る
犯
罪
即
ち
各

a

.の

給

與

金

を

得

ん

亡 

す
る
跛
保
險
者
の
不
正
行
爲

k

對
し
て
は"

重
き
，刑
剖 

を
課
せ&

る
\
や
勿
論
に
し
て1

例
へ
ば
最
近
一
勞
働 

潘
は
或H

場
に
從
事
中
虛
僞

’

の
手
段R

f

て
六
週
間 

ヴ
の
疾
病
手
當
金
を
詐
取
せ
る
こ
这
發
覺
し

9

爲
め■

に
1

 

筒
月
の
過
等
勞
讎

(
H

a
r

d
l

a
b

o
u

r)

に
服
す
べ
き
宜
舍

を

，
受

け

：
れ

>

£

云

ぶ

り

.

.

.
•

：' 

.

..
強
制
：失
.寒
保
險
法
は
國
民
保
險
法
の
第

一::1

部
を
成
せ 

|

る
1
:の
，«
る
.，
が

、

其

施

行

.は

疾

病

保

險

よ

ち

遲

れ

.漸

く 

.

敗

十11

一
：
年1':

月

八

.
日

に

.
_
众

て

實

施

：
せ

色

る

，

の

運

び

t
な
れ
>
o
;今
實
施
當
時I

顏

f

十1

日
：̂
至
：
 

る
約
六
箇
月
間
の
成
績̂
徵
^
る
に
^
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友
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潘
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控
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右
の
期
間
內
に
失
業
給
與
金0.
支

給

を

受

け

た

る

失

調»-
し
だ
る
：も
の
に
し
て
、
千
九
百
十

一〗

一
年
中
の
各
被 

樂
者
は
七
'七
四
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八
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簡
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績
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檠
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又
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榮
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滯
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